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△

有給休暇の買上げは退職所得に

Q ●
● 私は、今年の8月に会社を退職しまし

た。その際に会社から、退職金とは別に消化

しなかった有給休暇の買上料が支給されたの

ですが、この買上料は何所得になるのでしよ

うか。

A.:買上料が退職者のみに支給されるので

あれば、退職所得になります。

【解説】

退職手当等とは、退職により一時に支払わ

れるもので、本来退職しなかったとしたなら

ば支払われなかった給与をいいます。

有給休暇の買上げが退職者についてのみ行

われるものであれば、本来退職しなかったと

したならば支払われなかったものであり、退

職に基因して一時に支払われることになった

給与と考えられますから、その有給休暇の未

消化分の買上げにより支払われる金額は、通

常の退職金に含めて退職所得の金額の計算を

行うことになります。

ただし、有給休暇の買上げが毎年行われて

いるような場合には、その買上げにより支払

われる金額は、給与所得に該当することにな

りますから、退職者についても在職者と同様

の基準により有給休暇の未消化分の買上げを

行っている場合には、その買上げは退職に基

因して行われるものではなく、在職者と同様

に給与所得とされることになります。
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